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１．自死・自死問題対策の経緯・現状
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男女の推移の差にも要注意
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１．自死・自死問題対策の経緯・現状
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8,377

15,867

4,853人
31％減
4,853人
31％減

自死者数／死者総数

１.５７％ （63.6人に1人）

平成２９年の日本の死者総数 （厚生労働省 人口動態統計）

１，３４４，０００人 （推計数）

平成２９年の日本の自死者数 （警察庁 自殺統計 ）

２１，１４０人 （速報値）
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１．自死・自死問題対策の経緯・現状



① 債務整理
自死の原因の２割程度は経済的要因も影響

② 登記手続
相続登記、住宅ローンの抵当権抹消登記、
会社の役員変更登記

③ 裁判・家事手続
相続放棄、遺産分割調停、特別代理人選任、
家主からの損害賠償請求への対応

④ 成年後見・未成年後見
生活上の様々な問題の解決、孤独からの解放

⑤ その他
生活保護の申請支援、野宿生活者からの相談
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２．司法書士業務と自死問題の関係

法的支援による自死予防・自死遺族支援活動は

司法書士の守備範囲内

経済的問題に対する債務整理等の法的支援
による自死予防活動

相続登記・相続放棄等の法的支援による
自死遺族支援活動
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２．司法書士業務と自死問題の関係



（１）自死リスクのある相談時に気を付けること

安心感を与える雰囲気づくり
（ねぎらい・うなずき・口調・表情）

解決方法を一緒に考える

相談者自身の安全確保

守秘義務と信頼関係
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より丁寧な説明

２．司法書士業務と自死問題の関係

（２）相談初期の当面の目標

自ら考える力を取り戻し
家庭・社会との関係を回復し

精神的孤立から解放

心理的視野狭窄からの解放
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２．司法書士業務と自死問題の関係



（３）自死遺族の気持ちの混乱と心境

理解力・記憶力は半分以下

死因を知られることへの不安・警戒

自分から親族に連絡を取ることへの
抵抗感

「死亡診断書」と「死体検案書」

「家族」から「遺族」へ
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２．司法書士業務と自死問題の関係

（４）自死遺族が司法書士に助けて欲しいこと

① 何でも紙に書いて欲しい

② 用語を教えて欲しい

③ 司法書士に依頼できる業務範囲と
その費用を教えて欲しい

④ 他の資格者に依頼できる業務範囲
を教えて欲しい

⑤ これから起こる諸々の手続の
全体像を教えて欲しい 12

２．司法書士業務と自死問題の関係



（５）抵当権抹消登記の依頼から・・・

① 抵当権抹消登記を申請して良いか

② 相続登記を申請して良いか

③ 相続放棄の申述をして良いか

④ 債務整理をして良いか
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２．司法書士業務と自死問題の関係

（１） 法律的側面からの支援の限界

債務整理等の法的支援による自死予防活動

相続登記・相続放棄等の支援による自死遺族支援活動

依存症・精神疾患等が原因に含まれる場合は、
その治療や対策を講じないと、本質的な問題の
解決にならず、問題を悪化させることすらある。

自死遺族自身が、新たな自死のハイリスク者と
なりうるため、気持ちの面の対応も同時に行わ
なければならないこともある。
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３．多職種連携の重要性



法律関係分野 と 精神保健福祉分野 の
専門家間の連携（つなぎ）が不可欠

連携（つなぎ）の前提として「気付き」が必要
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（２） 連携の構築

連携により自分の専門分野に専念

結果的に各専門家の負担が軽減

３．多職種連携の重要性

医療

支援
団体

福祉

行政

司法

地域
借金問題、
家賃滞納など

経済的問題へ
の法的支援

税の減免、医療
費の助成、就学
援助等、各種行
政サービス活用

生活保護、福祉貸付
など安定した生活確
保のための支援

高齢者・障碍者
などへの見守り

うつ病などの精
神疾患の治療

アルコール、
ギャンブル依存
症からの回復

町内会、民生委員
などによる見守り
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（２） 連携の構築

３．多職種連携の重要性



地域包括支援センター

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

精神科医・医療従事者

① 成年後見業務関係者との連携構築

法律面の情報提供が必要
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（２） 連携の構築

３．多職種連携の重要性

金 融 機 関

不 動 産 業 者

② 不動産登記業務関係者との連携構築

対立当事者となる可能性に注意
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（２） 連携の構築

３．多職種連携の重要性



商工会議所 ・ 商工会

③ 企業支援業務関係者との連携構築

経営者の精神的孤立を防止

社会保険労務士

税 理 士
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（２） 連携の構築

３．多職種連携の重要性

連 携 の ポ イ ン ト

困ったときに直接電話ができる関係を
構築することで、たらい回しが回避でき、
さらに支援者自身の負担が軽減される。

連携先の専門機関の守備範囲を知る

連携先の担当者個人の得意分野を知る

連携先の専門機関に自分の得意分野を伝える
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（２） 連携の構築

３．多職種連携の重要性
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３．多職種連携の重要性
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３．多職種連携の重要性



勤務先の会社を
解雇される

▼
生活が困窮し
借金をする

▼
離婚、子供
との離別

▼
うつ病

アルコール依存

司法書士
（法的問題の解決）

借金・離婚の相談
▼

債務整理の受任
離婚の継続相談

地域活動支援センター
（その他の生活支援）

住居の確保
生活保護の申請
ヘルパー派遣

医 療 機 関

・治療

・危機介入

・医師等による聴取、
問題の整理

連
携

搬送
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（３） ベッドサイド法律相談

３．多職種連携の重要性

（１）一般向けの自死予防活動との違い

相談しにくい状況になりやすい

業務の専門性と非代替性

守 秘 義 務

休養と収入のバランス

危険な状況に気付いてあげることが必要
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４．司法書士自身のメンタルヘルス



（２）司法書士同職の力を借りる

業務の専門性・非代替性を
理解・カバーできるのは

信頼関係のある司法書士同職

登記業務 復代理

裁判業務 共同受任

後見業務は裁判所による解任に注意
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４．司法書士自身のメンタルヘルス

（３）他の法律専門職種の力を借りる

どうしても自分自身でしなければ
ならないことだけに限定してみる

の離婚
自分自身
の離婚

弁護士

確定申告 税理士

雇用問題
従業員の
雇用問題

社会保険
労務士
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４．司法書士自身のメンタルヘルス



（４）精神保健福祉の専門家の力を借りる

司法書士業務の特殊性をよく理解している

精神保健福祉の専門家との連携が必要

状況によっては
専門医による治療も必要

安易な薬の処方の危険性
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４．司法書士自身のメンタルヘルス

（５）自死未遂の場合に生ずる問題

司法書士同職の支援とともに
精神保健福祉の専門家の力が必要

受任している業務の継続の可否

身体的治療 ・ 精神的治療

再度の企図の防止
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４．司法書士自身のメンタルヘルス



（６）万一のときは・・・

司法書士同職の支援が不可欠

受任している業務の引き継ぎ

相続放棄 ・ 債務整理

家族のその後の生活
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４．司法書士自身のメンタルヘルス

（７）自分は司法書士でなければならないか

求められているものは
無理なくできる範囲での精一杯

社 会 的 使 命

数ある職業のうちのひとつ

自分や仲間を守ることができない者に
国民を守ることができるのか？
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４．司法書士自身のメンタルヘルス



相談を受ける自分自身の
気持ちの余裕を保ちつつ

良き支援者として
ともに取り組んでいきましょう
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